
一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1 条～第 25 条の 2 省略 第 1 条～第 25 条の 2 省略 

(給与からの控除) (給与からの控除) 

第 26 条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについ
て、控除することができる。 

第 26 条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについ
て、控除することができる。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 団体取扱いに係る生命保険料、簡易保険料、火災保険料及び損害保険料 (3) 団体取扱いに係る各種保険料 

(4) 給与支払の際生じる 1,000 円未満の端数金に係る端数貯金  

(5) 登録を受けた職員組合又は労働組合の団体費 (4) 登録を受けた職員組合又は労働組合の団体費 

(6) 兵庫県労働金庫の積立金及び貸付金の返済金 (5) 近畿労働金庫の積立金及び貸付金の返済金 

(7) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金及び貸付金の
返済金 

(6) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いに係る積立貯金及び貸付金の
返済金 

(8) 三田市民病院医師住宅貸与規程(平成 21 年三田市民病院事業管理規程第
24号)別表及び三田市民病院看護師宿舎貸与規程(平成21年三田市民病院事
業管理規程第 25 号)別表に掲げる入居料等 

(7) 三田市民病院医師住宅貸与規程(平成 21 年三田市民病院事業管理規程第
24号)別表及び三田市民病院看護師宿舎貸与規程(平成21年三田市民病院事
業管理規程第 25 号)別表に掲げる入居料等 

 (8) 三田市民病院院内保育施設設置運営規程(平成 23 年三田市民病院事業管
理規程第 1 号)別表第 3(定期保育に係る保育料に限る。)及び別表第 4 に掲
げる保育料 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から差し引くことを希望
してその申出をしたもので、任命権者又はその委任を受けた者が認めたもの 

以下省略 以下省略 

 


